
新指針による診療実績に関する要件の変更について

地域がん診療連携拠点病院（新指針） 地域がん診療病院（新設）地域がん診療連携拠点病院
（現行の要件）

・当該２次医療圏のがん患者を一
定程度診療していることが望まし
い。

・年間入院がん患者数が１２００人
以上であることが望ましい。

１．以下の項目をそれぞれ満たすこと （※１）
・院内がん登録数 500件以上
・悪性腫瘍の手術件数 400件以上
・がんに係る化学療法のべ患者数

1000人以上
・放射線治療のべ患者数 200人以上

下記１または２を概ね満たすこと。

２．相対的な評価 （※２）
･当該２次医療圏に居住するがん患者のうち、
２割程度について診療実績があること。

※１ 平成２３年度現況報告による年間新入院がん患者数が９００～１２００人のがん診療連携拠点病院の平均値
（±２ＳＤ）を目安に設定 （がん診療提供体制のあり方に関するＷＧ報告書）

※２ 分子：各施設の年間新入院がん患者数
分母：患者調査による１ヶ月間の「病院の推計退院患者数（患者住所地もしくは施設住所地），

二次医療圏×傷病分類別」の当該２次医療圏の悪性新生物の数値を12倍したもの
分子には、がん診療連携拠点病院現況報告の数値を用い、
分母には、原則として患者調査の最新公開情報の数値を用いる。



新 手術療法

・専従の放射線治療に携わる常勤の診療放射線技師を
１人以上配置すること。

・専任かつ常勤の薬剤師を１人以上配置することが望
ましいとする。

・専任を求め、以下を追加。当該者は細胞検査士である
ことが望ましい。

専門的な知識及び
技能を有する者

・細胞診断に係る業務に携わる者を１人以上配置する
ことが望ましい。

・細胞診断に係る業務に携わる者の配置を求め、当該
者は細胞検査士であることが望ましいとする。

放射線治療

新 放射線診断

化学療法

病理診断

診療放射線技師

放射線治療に携わる
技術者

新 放射線治療に
携わる看護師

化学療法に携わる
看護師

化学療法に携わる
薬剤師

細胞診断

・常勤の医師の配置を求める。 ・医師の配置を求める。

・専任から専従へ厳格化。

・常勤必須へ厳格化。原則として専従を求める。・専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有
する医師を１人以上配置。当該医師については、原則
として常勤。また、専従が望ましい。

・専任の放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を
有する医師を１人以上配置。当該医師は、原則として常
勤。また、専従が望ましい。

・放射線治療を行う場合には、専従の医師の配置を求
める。

・常勤かつ原則専任の医師の配置を求める。

・専任の医師を配置することが望ましいとする。・常勤を必須化。

・専任を求め、原則として常勤。

・専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有
する常勤の薬剤師を１人以上配置。

・放射線治療室に専任の常勤看護師を１人以上配置する
こと。

・以下を追加。当該技師は放射線治療専門放射線技師
であることが望ましい。なお、当該技師を含め、２人以上
の放射線治療に携わる診療放射線技師を配置すること
が望ましい。

・以下を追加。当該技術者は医学物理士であることが望
ましい。

・原則として専従を求め、以下を追加。当該看護師はが
ん看護専門看護師、がん化学療法看護認定看護師であ
ることが望ましい。

・以下を追加。当該薬剤師はがん薬物療法認定薬剤師、
またはがん専門薬剤師であることが望ましい。

・放射線治療を行う場合は、専従かつ常勤の診療放
射線技師の配置を求め、当該技師は放射線治療専
門放射線技師であることが望ましいとする。

・放射線治療を行う場合は、放射線治療室に専任の
常勤看護師を１人以上配置することが望ましいとする。

・外来化学療法室に専任かつ常勤の看護師を配置、専
従であることが望ましい。当該看護師はがん看護専門
看護師、がん化学療法看護認定看護師であることが望
ましいとする。

・外来化学療法室に専任の化学療法に携わる専門的
な知識及び技能を有する常勤の看護師を１人以上配
置。当該看護師は専従が望ましい。

・専従の病理診断に携わる医師を１人以上配置。当該医
師については、原則として常勤であること。

地域がん診療病院 （新設）地域がん診療連携拠点病院
（現行の要件）
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・専任の放射線治療における機器の精度管理、照射計
画の検証、照射計画補助作業等に携わる常勤の技術者
等を１人以上配置すること。

医

師

緩和ケアに携わる
看護師

・専従の緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有
する常勤の看護師を１人以上配置。

・以下を追加。当該看護師は公益社団法人日本看護協
会が認定を行うがん看護専門看護師、緩和ケア認定看
護師、がん性疼痛看護認定看護師のいずれかであること。

医
師
以
外
の
従
事
者

・専従の緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を
有する常勤の看護師を１人以上配置。左記の専門、認
定看護師であることが望ましい。

新指針による診療従事者に関する要件の変更について

相談員

・「相談支援センター相談員研修・基礎研修」（１）～（３）を
修了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞ
れ1人ずつ配置すること。

・先研修を修了した専従及び専任の相談支援に携わる
者を１人ずつ配置すること。当該者のうち、１名は相談
員基礎研修（１）、（２）を、もう１名は基礎研修（１）～
（３）を修了していること。

・国立がん研究センターによる研修を修了した専従及
び専任の相談支援に携わる者をそれぞれ１人以上配
置すること。そ

の
他

がん登録実務者
・国立がん研究センターによる研修を受講した専任の
院内がん登録の実務を担う者を１人以上配置すること。

・専任から専従へ厳格化し、以下を追加。当該実務者は
診療ガイドラインの改定等を踏まえ必要に応じて再度研
修を受講すること。

・地域がん診療連携拠点病院同様の人員配置を求め
る。

地域がん診療連携拠点病院
（新指針）


